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淀川舟運を核とした沿川地域のにぎわいづくり・ 
まちづくりを加速します。 

～第２回淀川舟運活性化協議会において、2025 年大阪・関西万博までの 

具体的な目標などをとりまとめ～ 

 

 

 

 
 
※ 淀川舟運活性化協議会 

2025 年大阪・関西万博を淀川舟運の復活による淀川沿川地域の魅力を世界に発信していく絶好の機会と
とらえ、淀川舟運の更なる活性化に向けた取り組みを推進すべく、近畿地方整備局・近畿運輸局・淀川
沿川自治体・経済団体・鉄道事業者等で構成し、2022 年 3 月に設立 

 

（とりまとめのポイント） 

〇 2025 年大阪・関西万博までの具体的な目標 

（１）沿川地域の資源を活用した観光コンテンツの商品化 

（２）「かわまちづくり計画」の登録箇所数増加 

（３）船舶航行のための航路確保等 

     大阪市内～枚方・高槻間：大型船の安全な就航 

     枚方・高槻～伏見間   ：中型船の安全な就航 

     伏見～宇治間          ：水上アクティビティの安全な実施 

（４）淀川河口部での川船、海船の円滑な乗り継ぎ 

 

〇 「淀川沿川一体となったかわまちづくりの推進」及び「『淀川沿川かわまちづくりネ

ットワーク』による連携体制の構築」 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 淀川舟運活性化協議会※は、第２回協議会（書面開催）において、2025 年大阪・関西

万博までの具体的な目標などを以下のとおりとりまとめました。 

今後、このとりまとめをふまえ、関係機関が連携して淀川舟運を核とした沿川地域の

にぎわいづくり・まちづくりを加速していきます。 

＜問合せ先＞  

淀川舟運活性化協議会 事務局（近畿地方整備局河川部内）  北川
きたがわ

 眞一
しんいち

 

                        電話：06-6942-1141（内線：3619） 

＜配布場所＞ 近畿建設記者クラブ・大手前記者クラブ・海事関係業界プレス・大阪府政記者会・ 

大阪経済記者クラブ・京都府政記者クラブ・大阪市政記者クラブ・北摂記者クラブ・ 

枚方記者クラブ・京都市政記者室・宇治日刊記者クラブ・八幡市政記者会 

淀川の舟運 淀川大堰閘門 

淀川舟運の取り組みを 

ぜひご覧ください！ 

淀川舟運活性化協議会 



 

淀川舟運活性化協議会 中間とりまとめ 
 
１．2025年大阪・関西万博までの具体的な目標 
  万博の開催を契機として、舟運を核とした淀川沿川地域のにぎわいづくりのた
め、定期観光船の就航や沿川地域の資源を活用した観光コンテンツの商品化、こ
れを支えるハードの整備等、以下の４項目を目標とする。 
（１）沿川地域の資源を活用した観光コンテンツの商品化 

自治体と舟運事業者が連携した淀川沿川地域の魅力発信 
イベントや社会実験の開催等を通じた観光コンテンツの開発・商品化 

 （２）「かわまちづくり計画」の登録箇所数増加 
登録に伴う周辺整備・事業者の誘致等により、沿川のにぎわいを創出 

（３）船舶航行のための航路確保等 
大阪市内～枚方・高槻間：大型船の安全な就航 
枚方・高槻～伏見間  ：中型船の安全な就航 
伏見～宇治間     ：水上アクティビティの安全な実施 
※大型船：総トン数20t程度以上の船舶、中型船：総トン数20t程度未満の船舶 

※水上アクティビティ：カヌーやＥボート等による水面利用 

（４）淀川河口部での川船、海船の円滑な乗り継ぎ 
淀川大堰閘門を活用した万博会場までの航行ルート確保を含む 

 
２．淀川沿川一体となったかわまちづくり 
  万博までの具体的な目標及びその後の持続的な舟運振興策を実現させるプロジ
ェクトとして、各拠点において、舟運を核としたにぎわいづくり・まちづくりに
向けた「かわまちづくり」に取り組むとともに、船着き場・航路確保・淀川大堰
閘門等のハード整備や施設の活用方法をとりまとめ、淀川沿川全体で相乗効果を
発揮する一体的なかわまちづくりを推進する。 
また、持続的な舟運振興策を舟運事業者と連携を深めるとともに、淀川沿川地

域の魅力発信、舟運を活用した社会実験やイベント等を展開することにより、淀
川沿川の各地区のかわまちづくりにおける継続的なにぎわいづくりを進める。 

   
３．淀川沿川かわまちづくりネットワーク（仮称） 

各地区のかわまちづくりは、淀川舟運を核とした淀川沿川のにぎわいづくりと
して連携し、本協議会構成員と各地区でかわまちづくりの推進主体となるかわま
ちづくり協議会（以下、「個別協議会」という。）の構成員が議論を深める必要
がある。 
一方、本協議会のワーキンググループには個別協議会における民間事業者等の

構成員が含まれない場合がある。 
そのため、個別協議会の構成員等が参画できる場として、協議会規約第６条に

基づくワーキンググループに、本協議会の構成員以外の者も参画し議論を深める
こととし、その場を「淀川沿川かわまちづくりネットワーク（仮称）」と呼称す
る。 

 なお、かわまちづくり計画の登録申請は取り組みの内容が整った拠点から順次
行い、第一弾の登録申請は令和５年６月を目指す。（第一弾の登録にあたっては、
令和４年度内を目処として取り組みの骨子を打ち出す。） 

令和5年1月17日 

淀川舟運活性化協議会 


